
令和７年度（2025年度） 北海道浜頓別高等学校 一般入学者募集要項 
 

１ 募 集 人 員 

全日制課程 普通科 40名 

 

２ 出 願 資 格 

  次のいずれかに該当する者であること。 

(1) 中学校、これに準ずる学校又は義務教育学校を卒業した者（令和７年（2025年）３月末日までに

中学校、これに準ずる学校又は義務教育学校を卒業する見込みの者を含む。） 

(2) その他、令和７年度（2025年度）道立高等学校一般入学者選抜実施要項の出願資格に該当する者 

 

３ 出 願 の 受 付 

受 付 期 間 受 付 時 間 

令和７年１月 20日（月）～令和７年１月 23日（木） 

（日曜日及び土曜日を除く。） 

９：00～16：30 

（23日は 12：00までとする。） 

 

４ 出 願 の 手 続 

出願者は、次の書類等を現に在学し、又は卒業した中学校長を経由して、出願先の高等学校長に   

  本校に提出すること。 

(1) 入学願書（ウェブ申請用）   

  出願者は、あらかじめウェブ上の出願情報電子申請システムにより、必用事項を入力・申請する   

 こと。 

   なお、ウェブ上の申請システムによる出願者情報等のオンライン入力の受付期間は次のとおりと 

  する。 

  受付期間 令和６年(2024年)12月６日（金）～令和７年(2025年)１月 23日（木） 

(2) 入学検定料   

  2,200円分の北海道収入証紙を入学願書の所定の位置に貼り付けること。 

(3) 写真台紙（ウェブ申請用）   

  出願前６か月以内に上半身を正面から撮影した写真（縦７cm・横５cm）を写真台紙（ウェブ申請 

 用）に貼り付けること。 

  (4)  住民票の写し  

   出願後において出願先の高等学校長から提出を求められた場合、保護者及び出願者について、令 

  和７年（2025年）１月以降に交付を受けた住民票の写し（個人番号が記載されていないもの。保護 

  者の間で住所が異なる場合は、それぞれの住民票の写し。）を提出すること。 

 (5)  隣接学区等就学承認通知書  

   全日制の課程の普通科等の出願者で、通学区域規則第４条第１項第２号又は第３号の規定により 

  出願する者は、同条第３項の規定により交付を受けた隣接学区等就学承認通知書 を提出すること。 

 

５ 出 願 状 況 の 発 表 

令和７年（2025年）１月 27日（月）10：00 北海道教育委員会のホームページで発表 

 

６ 出 願 変 更 

   本校への出願者は、他の高等学校の全日制の課程の学科に１回出願を変更することができる。出

願変更の手続等については、現に在学し、又は卒業した中学校に問い合わせること。 

受 付 期 間 受 付 時 間 

令和７年１月 28日（火）～令和７年２月３日（月） 

（日曜日及び土曜日を除く。） 

９：00～16：30 

（３日は 16：00までとする。） 

 

 

７ 受 検 票 の 交 付 

令和７年（2025年）２月４日（火）から２月 13日（木）までの間に中学校を経由して出願者に  

  交付する。 



  

８ 学 力 検 査 

 (1) 令和７年（2025年）３月４日（火）に本校で行う。８：00から８：40までに決められた検査室

に入室すること。ただし、８：00より前には校舎内に入ることはできない。 

 (2) 検査時間は次のとおりとする。英語の聞き取りテストの時間は、第５部の検査時間の中に含む。 

検査時間 
９：20～ 

10：15 

10：35～ 

11：30 

11：50～ 

12：45 

13：35～ 

14：30 

14：50～ 

15：45 

教  科 
第１部 

国 語 

第２部 

数 学 

第３部 

社 会 

第４部 

理 科 

第５部 

英 語 

 (3) 受検者の持参すべきもの 

  ア 受検票 

  イ 鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、定規（分度器の付いていないもの）、コンパス及

び鉛筆削り 

    なお、計算機（時計型、ペンシル型を含む。）、携帯電話（スマートフォンを含む。）、辞書機能

付時計、ウェアラブル端末（スマートウォッチを含む。）等、学力検査の公正を損なうおそれのあ

るものの持込みは認めない。持参した場合は検査終了まで預かる。 

  ウ 上履き及び昼食 

 (4) 留意事項 

  ア 検査室の換気のため窓の開放等を行う時間があるため、上着など暖かい服装を持参すること。

なお、検査室内でコート類を着用しても差し支えないが、文字や地図等がプリントされている服

等を着用しないこと。着用している場合は、脱いでもらうことがある。 

イ 検査会場には時計を設置していない。腕時計等、使用を認めるが、アラームや秒針の作動音が

するなど、学力検査の円滑な実施や公正を損なう恐れのあるものを持ち込まないこと。検査室に

持ち込んだ場合は検査終了まで預かり、代替品の貸出しはしない。 

 

９ 面 接 

(1) 令和７年（2025 年）３月５日（水）に本校で行う。集合時間等は、受検票の交付時に通知する。 

(2) 学区外からの受検者については、３月４日（火）学力検査終了後に行う。 

 

10 追 検 査 

  (1)  令和７年度（2025年度）道立高等学校一般入学者選抜実施要項の追検査の対象者に対し、所定の

手続きの後、令和７年（2025年）３月 11日（火）に本校で追検査を実施する。 

  (2)  学力検査の実施について、８の通りとする。 

  (3)  面接の実施について、令和７年（2025年）３月 11日（火）、学力検査終了後に本校で行う。 

 (4)  出願の手続及び実施内容については、現に在学し、又は卒業した中学校に問い合わせること。 

 

11 合 格 発 表 

令和７年（2025年）３月 17日（月）午前 10時に合格者の受検番号を発表（本校ホームページに

掲載）するとともに、本人に通知する。校地内での合格者の受検番号の掲示は行わない。 

 

12 第 ２ 次 募 集 

(1) 合格者の数が募集人員に満たない場合に第２次募集を行う。募集人員の発表は令和７年（2025年）

３月 19日（水）９：00に本校職員玄関前に掲示する。 

  なお、当日中に学力向上推進課ウェブページに発表する。 

(2) 出願できる者は、「２ 出願資格」と同様とする。ただし、次の者の出願は認めない。 

ア 当初の入学者選抜において合格している者（入学しない旨の意思表示をした者を含む） 

イ 推薦入学者選抜又は連携型入学者選抜において、面接を欠席した者又は合格内定後入学確約書

を提出しなかった者 

 

 

(3) 受付期間及び受付時間は次のとおりとする。 

受 付 期 間 受 付 時 間 

令和７年３月 21日（金）～令和７年３月 24日（月） ９：00～16：30 



(4) 出願者は、受検（出願）証明書交付願を中学校長を経由して、さきに受検した高等学校長に提出

すること（当初の入学者選抜において出願しなかった者を除く。）。 

(5) 出願者は、入学願書（手書き用）、その他必要書類を、受検（出願）証明書とともに、中学校を経

由して、本校に提出すること。 

(6) 出願者に対し、３月 26 日（水）本校において個人面接を実施する。また、学力検査成績証明書

を欠く場合は併せて作文を実施する。時間は、３月 25日（火）までに出願者に通知する。 

(7) 令和７年（2025年）３月 27日（木）までに合格者に通知する。 

 

13 学力検査の得点の情報提供 

受検者本人又はその代理人に対し、本校では次のとおり情報提供する。受検者本人であることを

確認するため、受検票、身分証明書等を持参すること。本人の代理人が求める場合は、個人情報の

保護に関する法律施行令第 22条第３項に掲げる書類を持参すること。 

 集 中 受 付 期 間 受 付 時 間 

令和７年３月 18日（火）～令和７年３月 25日（火） 

（日曜日、土曜日及び休日を除く。） 
９：00～15：00 

 

14 そ の 他 

(1) この要項に記載のない事項は「令和７年度（2025年度）道立高等学校入学者選抜の手引」による。 

(2) 入学者選抜に係る問合せは、在学する又は卒業した中学校等を通じて行うこと。ただし、受検者

が成人の場合は、受検者本人が直接本校に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


